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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理液にて処理する複数の処理部と、
　処理液を貯留する貯留タンクと、
　前記貯留タンク内から処理液を取り出し、前記貯留タンクに戻す循環ラインと、
　前記循環ラインから分岐して、前記複数の処理部の各々に処理液を供給する複数の分岐
供給ラインと、
　前記処理部で基板に供給された後の処理液を、前記貯留タンクに戻す回収ラインと、
　前記循環ラインと前記回収ラインとを接続する分配ラインと、
　前記分配ラインに介設された開閉弁と、
を備え、
　前記各処理部は、当該処理部で基板に供給された後の処理液を当該処理部から排出する
ための液排出ラインを有しており、
　前記各処理部の液排出ラインが前記回収ラインに接続され、
　前記分配ラインは、前記回収ラインの最も上流側に接続された液排出ラインが前記回収
ラインに接続される接続点あるいは前記接続点より上流側で前記回収ラインに接続されて
いる、基板液処理装置。
【請求項２】
　前記循環ラインから前記分配ラインを介した前記回収ラインへ流入する液の温度を、前
記処理部で基板を処理する際に基板に供給される処理液の温度より高温にするヒータをさ
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らに備えた、請求項１記載の基板液処理装置。
【請求項３】
　前記ヒータは、前記循環ラインに介設され、前記分配ラインとの接続部より上流側に設
けられている、請求項２記載の基板液処理装置。
【請求項４】
　前記開閉弁の開閉を制御する制御部をさらに備え、
　前記制御部は、前記処理部で基板を処理しているときに前記開閉弁を閉じ、
　前記制御部は、前記処理部で基板を処理していないときに前記開閉弁を開け、前記回収
ラインおよび前記循環ラインへ洗浄液を流し、前記回収ラインおよび前記循環ラインの洗
浄を実行させる、請求項１から３のうちのいずれか一項に記載の基板液処理装置。
【請求項５】
　前記分配ラインに介設され、前記分配ラインから前記回収ラインに流入する液の流量を
制御する流量制御弁と、
　前記開閉弁及び前記流量制御弁を制御する制御部と、をさらに備え、
　前記制御部は、前記処理部で基板を処理しているときに、前記開閉弁を開け、かつ、前
記流量制御弁を制御して、前記循環ラインを流れる処理液の一部を前記分配ラインに流し
、前記回収ラインの洗浄を実行させる、請求項１から３のうちのいずれか一項に記載の基
板液処理装置。
【請求項６】
　基板を処理液にて処理する少なくとも１つの処理部と、処理液を貯留する貯留タンクと
、前記貯留タンク内から処理液を取り出し、前記貯留タンクに戻す循環ラインと、前記循
環ラインから分岐して、前記処理部に処理液を供給する分岐供給ラインと、前記処理部で
基板に供給された後の処理液を、前記貯留タンクに戻す回収ラインと、前記循環ラインと
前記回収ラインとを接続する分配ラインと、前記分配ラインに介設され、回収ラインへの
液の流入を遮断可能な開閉弁と、を備えた基板液処理装置において、前記回収ラインを洗
浄する洗浄方法において、
　（ａ）前記貯留タンク及び前記循環ラインにある処理液を排出する工程と、
　（ｂ）前記工程（ａ）の後に、前記貯留タンク及び前記循環ラインに洗浄液を供給し、
前記洗浄液を前記貯留タンク及び前記循環ラインに循環させるとともに前記循環ラインを
循環している洗浄液の一部を前記分配ラインを介して前記回収ラインに導入して前記回収
ラインを洗浄する工程と、
を備えた基板液処理装置の洗浄方法。
【請求項７】
　（ｃ）前記工程（ｂ）の後に、前記貯留タンク及び前記循環ラインにある洗浄液を排出
する工程と、
　（ｄ）前記工程（ｃ）の後に、新しい処理液を前記貯留タンク及び前記循環ラインに供
給する工程と、
をさらに備えた、請求項６記載の基板液処理装置の洗浄方法。
【請求項８】
　前記洗浄液及び前記処理液は同じ種類の薬液である、請求項６記載の基板液処理装置の
洗浄方法。
【請求項９】
　前記工程（ｂ）において前記循環ライン内を循環する洗浄液の温度は、前記処理部で基
板を処理する際に基板に供給される処理液の温度よりも高い、請求項６記載の基板液処理
装置の洗浄方法。
【請求項１０】
　遅くとも工程（ｄ）の実行を開始するときには、前記分配ラインを介した前記循環ライ
ンと前記回収ラインとの連通が断たれる、請求項７記載の基板液処理装置の洗浄方法。
【請求項１１】
　基板を処理液にて処理する少なくとも１つの処理部と、処理液を貯留する貯留タンクと
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、前記貯留タンク内から処理液を取り出し、前記貯留タンクに戻す循環ラインと、前記循
環ラインから分岐して、前記処理部に処理液を供給する分岐供給ラインと、前記処理部で
基板に供給された後の処理液を、前記貯留タンクに戻す回収ラインと、前記循環ラインと
前記回収ラインとを接続する分配ラインと、前記分配ラインに介設され、回収ラインへの
液の流入を遮断可能な開閉弁と、を備えた基板液処理装置において、当該基板液処理装置
の動作を制御するコンピュータからなる制御装置により実行可能なプログラムを記憶する
記憶媒体であって、前記プログラムが前記コンピュータにより実行されると、前記制御装
置が、前記基板液処理装置に請求項６から１０のうちのいずれか一項に記載の洗浄方法を
実行させることを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板に供給された後の処理液が回収されて再利用される基板液処理装置にお
ける処理液回収ラインの洗浄技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の製造においては、半導体ウエハ等の基板にウエットエッチング、薬液洗浄
等のさまざまな液処理が施される。通常、このような液処理は、複数の液処理ユニット及
びこれらの液処理ユニットに薬液を供給する処理液供給機構を備えた基板液処理装置によ
り行われる。処理液供給機構は、例えば、処理液としての薬液を貯留する貯留タンクと、
貯留タンク内の薬液が循環する循環ラインを備えている。循環ラインから複数の分岐供給
ラインが分岐し、対応する分岐供給ラインを介して各液処理ユニットに薬液が供給される
。薬液には再利用可能なものもあり、薬液の再利用を行う場合には、各液処理ユニットで
使用された薬液が、回収ラインを介して薬液を貯留するタンクに回収される。（例えば特
許文献１、２を参照）。
【０００３】
　回収ラインには薬液が常時勢い良く流れているわけでもなく、また、回収ラインに薬液
が常時満たされているわけでもない。このため、基板液処理装置を長時間運転すると、回
収ラインをなす配管の内表面に、薬液由来の物質、若しくは薬液と基板表面構造物との反
応生成物が堆積または付着する。このような配管内付着物すなわち汚染物質は時々剥離す
る。剥離した汚染物質は、貯留タンクに流入し、そこから循環ラインに流出する。循環ラ
インにはフィルタが介設されているので、通常、このような汚染物質由来のパーティクル
が処理ユニットに供給されることは防止される。
【０００４】
　しかし、フィルタに汚染物質がトラップされると、フィルタの詰まりが生じ、さらに詰
まりが進行するとフィルタに一旦トラップされた汚染物質が下流側に押し出されることも
ある。この場合、許容限度を超えた製品基板の汚染が生じることがある。あるいは、汚染
対策のためフィルタの交換若しくは洗浄、及び循環ラインの洗浄を行わなければならない
ことがある。通常は、フィルタは運転時間に基づいて管理をすれば問題はないが、回収ラ
インから突然多量の汚染物質が循環ラインに流入すると、上記のフィルタトラブルが突然
生じる可能性がある。このトラブルに対応するために予定していない時期に基板液処理装
置を停止することは、装置の効率的運用の妨げとなる。従って、予期せぬ多量の汚染物質
の剥離を防止するために、回収ラインに多量の汚染物質が付着することを防止することが
望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１７５５５２号公報
【特許文献２】特開２００６－０８０５４７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、基板液処理装置の処理液の回収ラインが汚染物質によって汚染されることを
防止することができる技術を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　好適な一実施形態において、本発明は、基板を処理液にて処理する少なくとも１つの処
理部と、処理液を貯留する貯留タンクと、前記貯留タンク内から処理液を取り出し、前記
貯留タンクに戻す循環ラインと、前記循環ラインから分岐して、前記処理部に処理液を供
給する分岐供給ラインと、前記処理部で基板に供給された後の処理液を、前記貯留タンク
に戻す回収ラインと、前記循環ラインと前記回収ラインとを接続する分配ラインと、前記
分配ラインに介設された開閉弁と、を備えた基板液処理装置を提供する。
【０００８】
　また、他の好適な一実施形態において、本発明は、上記の基板液処理装置における回収
ラインを洗浄する洗浄方法であって、（ａ）前記貯留タンク及び前記循環ラインにある処
理液を排出する工程と、（ｂ）前記工程（ａ）の後に、前記貯留タンク及び前記循環ライ
ンに洗浄液を供給し、前記洗浄液を前記貯留タンク及び前記循環ラインに循環させるとと
もに前記貯留タンク及び前記循環ラインを洗浄し、かつ、前記循環ラインを循環している
洗浄液の一部を前記分配ラインを介して前記回収ラインに導入して前記回収ラインを洗浄
する工程とを備えた基板液処理装置の洗浄方法を提供する。
　さらに本発明は、上記の処理液交換方法を実施するためのプログラムが格納された記憶
媒体を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、循環ラインを洗浄用液体で洗浄しているときに、循環ラインを循環し
ている洗浄用液体の一部を前記分配ラインを介して回収ラインに導入して回収ラインを洗
浄することにより、回収ラインが汚染されることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】基板処理システム（基板液処理装置）の全体構成を示す概略配管計装系統図であ
る。
【図２】処理液交換の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照して、好適な実施形態について説明する。
【００１２】
　図１に示すように、基板液処理装置は、処理液循環システム１０と、処理液循環システ
ム１０内を循環する処理液を用いて半導体ウエハ等の被処理基板（以下単に「基板Ｗ」と
呼ぶ）を処理する処理ブロック２０と、処理ブロック２０から排出された処理液を処理液
循環システム１０に戻して再利用するための処理液回収システム３０を備えている。
【００１３】
　処理液循環システム１０は、処理液を貯留する貯留タンク１１と、貯留タンク１１に両
端が接続された循環ライン（循環管路）１２を有している。循環ライン１２には、貯留タ
ンク１１から出て上流側から順に、処理液を加熱するヒータ１３と、処理液を送る循環ポ
ンプ１４と、処理液中に含まれるパーティクル等の汚染物質を除去するフィルタ１５と、
循環ライン１２を流れる処理液の流量を計測する流量計１８Ａが順次介設されている。循
環ライン１２には、さらに、後述する接続領域１２ａの下流側に、定圧弁１８Ｂが介設さ
れている。
【００１４】
　循環ライン１２には、この循環ライン１２をガスパージするための循環ラインパージ機
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構１６が設けられている。循環ラインパージ機構１６は、フィルタ１５の下流側において
循環ライン１２に介設された開閉弁１６ａと、パージガス供給源としてのＮ２ガス（窒素
ガス）供給源１６ｂと、開閉弁１６ａの下流側の第１位置１２ｂにおいて循環ライン１２
に接続されたパージガス供給ライン１６ｃと、パージガス供給ライン１６ｃに介設された
開閉弁１６ｄとを有している。さらに、循環ラインパージ機構１６は、循環ライン１２の
後述する接続領域１２ａより下流側であってかつ貯留タンク１１よりも少し上流側の位置
において循環ライン１２に介設された開閉弁１６ｅと、開閉弁１６ｅの上流側の第２位置
１２ｃにおいて循環ライン１２に接続されたドレンライン１６ｆと、ドレンライン１６ｆ
に介設された開閉弁１６ｇとを有している。
【００１５】
　フィルタ１５には、循環ライン１２を流れる処理液に含まれる気泡を除去するためのガ
ス抜きライン１７が接続されており、ガス抜きライン１７は貯留タンク１１に接続されて
いる。ガス抜きライン１７には開閉弁１７ａが介設されている。貯留タンク１１には、ド
レンライン１９が接続されており、ドレンライン１９には開閉弁１９ａが介設されている
。
【００１６】
　処理ブロック２０内には、互いに同じ構成を有する複数の処理ユニット２１が設けられ
ている。処理液循環システム１０の循環ライン１２の一部が処理ブロック２０内を通って
いる。循環ライン１２の処理ブロック２０内にある接続領域１２ａにおいて、各処理ユニ
ット２１に処理液を供給する分岐ライン２２が循環ライン１２に接続されている。分岐ラ
イン２２が接続される接続領域１２ａは、循環ラインパージ機構１６のパージガス供給ラ
イン１６ｃが接続される第１位置１２ｂの下流側であって、かつ、循環ラインパージ機構
１６のドレンライン１６ｆが接続される第２位置１２ｃの上流側にある。
【００１７】
　分岐ライン２２には、開閉弁２３および流量調整弁２４が介設されている。分岐ライン
２２は処理液供給ノズル２５に接続されており、処理液供給ノズル２５から基板保持部２
６により保持された基板Ｗに制御された流量で処理液が供給され、これにより基板Ｗに対
して洗浄処理あるいはウエットエッチング処理等の所定の液処理が施される。図１には４
つの処理ユニット２１が表示されているが、処理ブロック２０内に設けられる処理ユニッ
ト２１の数は任意である。
【００１８】
　各処理ユニット２１には、処理液供給ノズル２５から吐出されて基板の処理に供された
後に基板から飛散する処理液を受け止める回収カップ２７が、基板保持部２６の周囲に設
けられている。回収カップ２７により回収された処理液は、回収カップ２７の底部に接続
された液排出ライン２８を通って回収カップ２７から排出される。液排出ライン２８は、
後述する回収ライン３１から分岐する分岐回収ラインとみなすこともできる。
【００１９】
　処理液回収システム３０は、回収ライン３１と、回収ライン３１に介設された回収タン
ク３２と、回収タンク３２の下流側において回収ライン３１に介設された戻しポンプ３３
と、を備えている。回収ライン３１の下流端は貯留タンク１１に接続されている。戻しポ
ンプ３３は、回収タンク３２に回収された処理液を貯留タンク１１に送る。各処理ユニッ
トの液排出ライン（分岐回収ライン）２８は、回収タンク３２の上流側において回収ライ
ン３１に接続されている。
【００２０】
　各処理ユニット２１の液排出ライン２８から分岐排液ライン２９が分岐している。各分
岐排液ライン２９は、工場廃液系に接続された排液ライン２９Ａに合流する。液排出ライ
ン２８に開閉弁２８ａが介設され、分岐排液ライン２９に開閉弁が介設されている。これ
らの開閉弁２８ａ，２９ａを切り換えることにより、処理ユニット２１から液排出ライン
２８に流出した処理液が、そのまま液排出ライン２８を流れて回収ライン３１に流入する
状態と、分岐排液ライン２９に流入する状態とを切り換えることができる。各処理ユニッ
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ト２１から液排出ライン２８に流出する処理液には回収が望まれないものもある。これに
は例えば前工程の純水リンス処理で使用された純水で過度に希釈されてしまった処理液、
洗浄処理の初期に排出される汚染物質を多く含む処理液が該当する。そのような処理液は
分岐排液ライン２９に廃棄される。
【００２１】
　接続領域１２ａの上流側の第３位置１２ｄにおいて、循環ライン１２から分配ライン６
０が分岐している。分配ライン６０は、循環ライン１２を流れる液（特に後述する洗浄用
の処理液）が、回収ライン３１の最も上流側に接続された液排出ライン２８が回収ライン
３１に接続されている位置あるいはそれよりも上流側から回収ラインに流入するように、
回収ライン３１に接続されている。分配ライン６０には、上流側から順に、開閉弁６１及
び流量制御弁６２が介設されている。
【００２２】
　基板液処理装置にはさらに、処理液循環システム１０に交換用または補充用の処理液を
供給するための処理液補給装置４０を備えており、この処理液補給装置４０は、処理液供
給源４１と、処理液供給源４１と処理液循環システム１０の貯留タンク１１を接続する処
理液供給ライン４２と、処理液供給ライン４２に介設された開閉弁４３とを有している。
処理液供給源４１の構成は任意である。処理液供給源４１は、例えば、貯留タンク１１に
補充すべき処理液を貯留する補給タンク（図示せず）と、処理液の原料液（例えば、処理
液が希釈薬液である場合には、濃い薬液と希釈液としての純水）を補給タンクに供給する
手段（図示せず）と、補給タンクから処理液供給ライン４２に処理液を送り出す手段（例
えばポンプ）と、を備えたものとすることができる。
【００２３】
　基板液処理装置には複数種類の処理液を用いて基板の処理をするものもある。このよう
な場合には、処理ブロック２０の各処理ユニット２１に複数の処理液供給ノズル２５が設
けられるとともに、処理液循環システム１０、処理液回収システム３０および処理液補給
装置４０が必要に応じて複数設けられる。なお、処理液には貯留タンク１１に戻すことが
できない種類のものもあり、その場合には、回収ライン３１は工場排液系に直接接続され
るドレンラインとして設けられ、回収タンク３２及び戻しポンプ３３は設けられない。図
１には、基板液処理装置の構成要素のうち、回収して再利可能な一種類の処理液の供給及
び回収に関与するものだけが示されている。
【００２４】
　基板液処理装置は、制御装置１００を備える。制御装置１００は、たとえばコンピュー
タであり、制御部１０１と記憶部１０２とを備える。記憶部１０２には、基板液処理装置
において実行される各種の処理を制御するプログラムが格納される。制御部１０１は、記
憶部１０２に記憶されたプログラムを読み出して実行することによって基板液処理装置の
動作を制御する。
【００２５】
　かかるプログラムは、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体に記録されていた
ものであって、その記憶媒体から制御装置１００の記憶部１０２にインストールされたも
のであってもよい。コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体としては、たとえばハ
ードディスク（ＨＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、
マグネットオプティカルディスク（ＭＯ）、メモリカードなどがある。
【００２６】
　次に、上記基板液処理装置の運用について説明する。
【００２７】
　基板液処理装置の通常運転時には、開閉弁１６ａ、１６ｅが開いた状態で、循環ポンプ
１４により循環ライン１２内を処理液が循環している。この処理液循環時には、開閉弁１
９ａ，１６ｄ，１６ｇ，１７ａは閉じており、また分配ライン６０の開閉弁６１も閉じて
いる。すなわち、通常運転時には、循環ライン１２から分配ライン６０を介して回収ライ
ン３１に処理液は供給されていない。ヒータ１３が必要に応じて処理液を適当な温度に維
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持する。処理液中に含まれるパーティクル等の汚染物質は、フィルタ１５により除去され
る。必要に応じて、各処理ユニット２１に対応する分岐ライン２２を介して循環ライン１
２から処理液が送り込まれて、基板Ｗの液処理が行われる。基板Ｗの液処理は、制御装置
１００の制御の下で行われる。
【００２８】
　また、通常運転時には、各処理ユニット２１において基板Ｗの処理に供された処理液が
、対応する液排出ライン２８から排出される。排出された処理液は、回収ライン３１に流
入し、回収タンク３２に貯留される。回収タンク３２に貯留された液は、必要に応じて、
戻しポンプ３３を駆動することにより貯留タンク１１に送られる。上記の通常運転時の動
作は、記憶部１０２に記憶された処理レシピに基づいて制御部１０１が基板液処理装置の
各機能部品を制御することにより実行される。
【００２９】
　基板液処理装置の通常運転時において処理ユニット２１少なくともいずれか一つで液処
理が行われているときに、分配ライン６０の開閉弁６１を開いて循環ライン１２を流れる
処理液の一部を、分配ライン６０を介して回収ライン３１に流してもよい。こうすれば、
回収ラインの上流側から清浄な処理液を流すことにより回収ラインが洗浄され、回収ライ
ン３１が汚染物質によって汚染されることを防止することができる。また、いずれの処理
ユニット２１においても液処理が行われていないときに、循環ライン１２を流れる処理液
の一部または全部を回収ライン３１に流してもよく、こうすることでも回収ライン３１が
汚染物質によって汚染されることを防止することができる。
【００３０】
　次に、処理液を交換する場合の手順について図２に示すフローチャートも参照して説明
する。以下の処理液交換作業の手順は、記憶部１０２に記憶されている処理液交換レシピ
に基づいて、制御装置１００の制御の下で自動的に行うことができる。
【００３１】
　処理液交換の際には、処理ユニット２１への基板Ｗの搬入が中止される。全ての処理ユ
ニット２１において基板Ｗの処理が終了し基板Ｗの搬出が完了すると図２に示すフローが
開始される。
【００３２】
　処理液交換作業は、図２のフローチャートに示すステップＳ１～Ｓ３からなる配管洗浄
工程と、ステップＳ４～Ｓ６からなる液交換工程とから構成される。まず、配管洗浄工程
を実行するか否かを判断する。配管洗浄工程を実行する場合はステップＳ１に進み、配管
洗浄工程を行わない場合にはステップＳ４に進む。
【００３３】
　＜配管洗浄工程＞
　［処理液排出工程］
　まず、ドレンライン１９の開閉弁１９ａを開き、貯留タンク１１内の液を排出する。次
に、開閉弁１９ａを開いた状態のまま、循環ポンプ１４を作動させて、貯留タンク１１か
ら循環ポンプ１４までの区間の循環ライン１２内にある液を循環ポンプ１４の下流側に追
い出す。このステップＳ１は、循環ポンプ１４の上流側の循環ライン１２が空になり、循
環ポンプ１４が液をポンプ送りしない状態（空打ち状態）になるまで循環ポンプ１４の運
転を継続することにより行う（以上ステップＳ１）。
【００３４】
　［ガスパージ工程］
　処理液排出工程の直後には、液流れ方向に関して循環ポンプ１４から貯留タンク１１ま
での間の区間の循環ライン１２内に液が残っている。これを排出するため、Ｎ２ガスパー
ジを行う。まず、循環ライン１２に介設された開閉弁１６ａおよび開閉弁１６ｅを閉じ、
パージガス供給ライン１６ｃに介設された開閉弁１６ｄおよびドレンライン１６ｆに介設
された開閉弁１６ｇを開く。これにより、Ｎ２ガス供給源１６ｂからパージガス供給ライ
ン１６ｃを介して循環ライン１２にＮ２ガスが流れ込み、循環ライン１２を流れた後、ド
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レンライン１６ｆから排出される。このＮ２ガスの流れに乗って、第１位置１２ｂから第
２位置１２ｃまでの間の区間における循環ライン１２内にある液がドレンライン１６ｆか
ら強制的に排出される。
【００３５】
　このガスパージ工程の終了間際に（例えば終了の５秒前から終了までの間に）、開閉弁
１６ｇに加えて開閉弁１６ｅを開く。これによって、貯留タンク１１への汚染物質の流入
を最小限に抑制しつつ、循環ライン１２の第２位置１２ｃから貯留タンク１１までの間の
区間にある液を抜くことができる（以上ステップＳ２）。
【００３６】
　［温調循環洗浄工程］
　次に、循環ライン１２の開閉弁１６ａおよびドレンライン１６ｆの開閉弁１６ｇが開状
態とされ、循環ライン１２の開閉弁１６ｅ、パージガス供給ライン１６ｃの開閉弁および
ドレンライン１９の開閉弁１９ａが閉状態とされる。この状態で、処理液供給ライン４２
の開閉弁４３が開かれ、処理液供給源４１から貯留タンク１１内に、洗浄液として、所定
量の処理液（具体的には、例えば、処理ユニット２１で基板の処理に用いる薬液と同じ薬
液）が供給される。ここで、貯留タンク１１内に供給する処理液の量は、処理液を循環ラ
イン１２に支障無く循環させるために必要な最小限の量、あるいはそれよりやや多い量と
することが好ましい。具体的には、貯留タンク１１の液位が、例えば、通常運転時におけ
る貯留タンク１１内の処理液の液位の１／４～１／２程度の液位となるような量の処理液
が、貯留タンク１１に供給される。
【００３７】
　貯留タンク１１内に処理液が所定量貯留されたことが貯留タンク１１に付設された液位
センサ１１ａにより検出されたら、処理液供給源４１からの処理液の供給を停止し、循環
ポンプ１４を駆動して循環ライン１２内に処理液を循環させる。また、ヒータ１３により
循環ライン１２を循環する処理液を加熱して所定温度に維持する。このときの処理液の温
度は、処理ユニット２１で基板Ｗに供給されるときの温度が２５℃とすると、それよりも
高い温度、例えば４０℃とする。処理液を処理時の温度より高温として用いる理由は、汚
染物質をより効率良く除去できるからである。
【００３８】
　またこのとき、それまでずっと閉じていた分配ライン６０の開閉弁６１を開くとともに
流量制御弁６２を所定の開度に調節し、循環ライン１２内を流れる温められた処理液の一
部が、分配ライン６０を通って回収ライン３１に流入させる。そして、回収ライン３１の
戻しポンプ３３を駆動し、回収タンク３２内にある処理液が貯留タンク１１に戻るように
する。すなわち、循環ライン１２から流入した処理液が回収ライン３１を連続的に流れる
ようにする。
【００３９】
　循環ライン１２内を循環する温められた処理液（薬液）により、循環ライン１２（貯留
タンク１１を含む）及び循環ライン１２に介設された各種機器（ヒータ、ポンプ、流量計
、各種弁等）の接液面に付着した汚染物質が効率良く除去される。特に、フィルタ１５内
にトラップされたゲル状成分（フィルタ詰まりの主要な原因物質）が温められた処理液に
より溶かされ、循環ライン１２内に流出する。すなわち、温められた薬液をフィルタ１５
に流すことにより、フィルタ１５のクリーニングを行うこともできる。
【００４０】
　背景技術の項で先に述べたように、基板処理システムの通常運転中には、回収ライン３
１及び回収ライン３１に介設された各種機器の接液面に汚染物質が付着ないし堆積しやす
い。このような汚染物質も、分配ライン６０を通って回収ライン３１に流入する温められ
た処理液（薬液）により効率良く除去される。除去された汚染物質は貯留タンク１１に流
入する。貯留タンク１１に流入した汚染物質は循環ライン１２に流出するが、当該汚染物
質のうち可溶性成分はそのまま循環ライン１２を循環し続け、不溶性成分はフィルタ１５
によりトラップされる。（以上ステップＳ３）
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【００４１】
　なお、ガス抜きライン１７にも、古い処理液が存在するため、温調循環洗浄工程（ステ
ップＳ３）が実行されている時間のうちの少なくとも一部において、開閉弁１７ａを開い
て、ガス抜きライン１７を薬液にて洗浄することが好ましい。
【００４２】
　上記温調循環洗浄工程を実施している間、各分岐ライン２２の開閉弁２３を開き、処理
液供給ノズル２５からダミーディスペンスを行ってもよい。なお、「ダミーディスペンス
」とは、通常は、ホームポジション（回収カップ２７の外側の待機位置）に処理液供給ノ
ズル２５を位置させて、回収カップ２７の外側に設けられた液受け（図示せず）に向けて
処理液を吐出させることを意味する。通常は、上記の液受けが受けた処理液は工場廃液系
に廃棄される。ダミーディスペンスを行うことにより、分岐ライン２２及び処理液供給ノ
ズル２５の処理液吐出路内を洗浄することができる。
【００４３】
　上記温調循環洗浄工程を実施している間、各処理ユニット２１のダミー運転を行うこと
により、処理ユニット２１特に回収カップ２７及び液排出ライン２８（排液管）の内部を
洗浄してもよい。ダミー運転は、例えば、ダミー基板（好ましくは処理液に対して反応性
の無い材料から製造されたもの）を用いて、通常の基板Ｗの処理と同様にして処理液供給
ノズル２５から当該ダミー基板に処理液を供給することにより行うことができる。このと
きには、各分岐ライン２２の開閉弁２３を開いて、循環ライン１２を流れる温調された処
理液を処理液供給ノズル２５からダミー基板に供給する。ダミー基板に供給された処理液
は回収カップ２７及び液排出ライン２８の内面に堆積ないし付着した汚染物質を除去する
。除去された汚染物質は回収ライン３１に流出し、分配ライン６０から回収ライン３１に
流入してきた処理液と一緒に下流側に流れる。
【００４４】
　＜液交換工程＞
　［処理液排出工程］
　上記循環洗浄工程を実施した後、循環ポンプ１４を停止する。そして再び、上記ステッ
プＳ１と同じ手順を実行する（以上ステップＳ４）。上述の配管洗浄工程を行わずにステ
ップＳ４からフローを開始する場合においても、ステップＳ４の内容は上述したステップ
Ｓ１と同じである。
【００４５】
　［ガスパージ工程］
　次に、上記ステップＳ２と同じ手順を実行する（以上ステップＳ５）。上述の配管洗浄
工程を行わずにステップＳ４からフローを開始する場合においても、ステップＳ５の内容
は上述したステップＳ２と同じである。
【００４６】
　［処理液循環工程］
　次に、循環ライン１２の開閉弁１６ａおよびドレンライン１６ｆの開閉弁１６ｇが開状
態とされ、循環ライン１２の開閉弁１６ｅパージガス供給ライン１６ｃの開閉弁およびド
レンライン１９の開閉弁１９ａが閉状態とされる。液交換工程（ステップＳ４～Ｓ６）の
前に配管洗浄工程（ステップＳ１～Ｓ３）を行っているのであれば、温調循環洗浄工程（
ステップＳ３）において開いた分配ライン６０の開閉弁６１は、遅くともこの時点まで閉
じることが好ましい。この状態で、処理液供給ライン４２の開閉弁４３が開かれ、処理液
供給源４１から貯留タンク１１内に所定量の処理液（処理ユニット２１で基板を処理する
ための処理液、例えば薬液）が供給される。このときには、貯留タンク１１内に処理液の
液位が、基板処理システムの通常運転時の液位となるまで貯留タンク１１に処理液を供給
する。
【００４７】
　貯留タンク１１内に所定量の処理液が貯留されたことが検出されたら、処理液供給源４
１からの処理液の供給を停止し、循環ポンプ１４を駆動して循環ライン１２内に処理液を
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循環させる。また、ヒータ１３により、循環ライン１２内を流れる処理液の温度を、処理
ユニット２１で基板Ｗを処理する際の温度と同じ温度（例えば２５℃）となるように温調
する。なお、循環ポンプ１４の駆動開始及び温調開始は、貯留タンク１１内の液位が所定
液位に達する前から開始してもよい。なお、この温調循環工程においても、貯留タンク１
１、循環ライン１２および循環ライン１２に介設された機器の接液面が新しい処理液によ
りさらに洗浄され、除去された汚染物質はフィルタでトラップされる。（以上ステップＳ
６）
【００４８】
　貯留タンク１１及び循環ライン１２を含む循環系を循環する処理液の温度が所定の温度
で安定したら、任意の時点で処理ユニット２１での基板Ｗの処理を開始することができる
。以上にて、一連の処理液交換手順が終了する。なお、ステップＳ６の終了時点において
、循環ライン１２内のパーティクルレベルが十分に低くない場合には、ステップＳ４から
ステップＳ６を再び行ってもよい。
【００４９】
　上記実施形態によれば、循環ライン１２を流れる液を分配ライン６０を介して回収ライ
ン３１に導入できるようにしたため、循環ライン１２に洗浄液を循環させて循環ライン１
２及びそこに介設された機器を洗浄しているときに、回収ライン３１及びそこに介設され
た機器を同時に効率良く洗浄することができる。しかも、追加する部品は分配ライン６０
を構成する配管材、管継手及び弁６１，６２のみであるので、非常に低コストで上記機能
を実現することができる。
【００５０】
　また、上記実施形態によれば、処理ユニット２１で基板Ｗを洗浄する際に用いられる処
理液を加温して洗浄液として用いるため、汚染物質を効率良く除去できる。とりわけ、フ
ィルタ１５にトラップしたゲル状物質を溶解することができるので、フィルタのクリーニ
ングを行うこともできる。洗浄効率は、例えば純水あるいは温純水を洗浄液として用いた
場合と比較して大幅に向上する。また、洗浄液を排出した後に、新しい処理液を供給する
前に、余分な工程（例えば純水によりフラッシングを行い洗浄液を循環ライン１２から除
去する工程）を実施する必要がなく、短時間で効率良く一連の処理液の交換を行うことが
できる。
【００５１】
　また、回収ライン３１を適宜洗浄することにより、回収ライン３１に多量の汚染物質が
堆積ないし付着することが防止されるので、予期せぬタイミングでのフィルタトラブルや
パーティクルレベルの急上昇を未然に防止することができる。
【００５２】
　ステップＳ４～Ｓ６を実行する前に、例えば純水を洗浄液として用いた循環ライン１２
のフラッシングを行ってもよく、この場合、貯留タンク１１に純水を供給する純水供給装
置が設けられる。
【００５３】
　液交換工程（ステップＳ４～Ｓ６）は定期的に実行される。配管洗浄工程を液交換工程
の前に行っているので、配管洗浄のためだけに基板の処理を止める必要がなくなる。した
がって基板の処理を止める回数を減らすことができ、装置稼働率の低下を防止することが
できる。配管洗浄工程を、液交換工程を実行する度に行ってもよいし、所定の回数毎に行
ってもよい。配管洗浄工程の実行タイミングは、配管の汚れ具合によって適宜決定される
。
【符号の説明】
【００５４】
　１１　貯留タンク
　１２　循環ライン
　２１　処理部
　２２　分岐供給ライン
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　２８　液排出ライン
　３１　回収ライン
　６０　分配ライン
　６１　開閉弁

【図１】 【図２】
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